
金　　　額

1.40円

2.80円

71円

1.10円

0.60円

―

1,700,000円

19円

610円

17円

500円

11円

360円

18円

550円

1,400円

190円

1,870円

239,000円

1,520,000円

1,970円

256,000円

8,070円

1,010,000円

35,000円

156,000円

3.90円

133,000円

2.20円

66円

1.10円

27円

13円

　港湾施設等使用料金表

１．施設使用料

水面貯木場 　　専用使用　1平方メートルにつき1月

荷さばき地

旅客乗降用施設

野積場及び

港湾施設用地

旅　客　上　屋

施　　　　設

岸壁及び桟橋

物　　揚　　場

上　　　　　屋

係船浮標及び係船くい

小型船舶用係留施設

車両乗降用固定橋

起　重　機

車両乗降用可動橋

　（2）専用使用　1平方メートルにつき1月

②　未舗装部分

　（1）一般使用　1平方メートルにつき1日

　（2）専用使用　1平方メートルにつき1月

　　1平方メートルにつき1日

　　専用使用　1月

①　舗装部分

　（1）一般使用　1平方メートルにつき1日

　　　イ・専用使用　1基につき1月

④　軌道走行式橋形起重機

　　一般使用　1基につき1時間

　　専用使用　1月

　　　ア・一般使用　1基につき1時間

　　　イ・専用使用　1基につき1月

　（2）揚力25トンのもの

　　　ア・一般使用　1基につき1時間

②　軌道走行式起重機

　　専用使用　1月

③　移動式起重機

　（1）揚力10トンのもの

②　占　　　用　表示面積1平方メートルにつき1月

①　固定式起重機

　（1）一般使用　1基につき1時間

　（2）専用使用　1基につき1月

④　コンテナプレートステーション

　（1）一般使用　1平方メートルにつき1日

　（2）専用使用　1平方メートルにつき1月

①　専用使用　1平方メートルにつき1月

　（2）専用使用　1平方メートルにつき1月

③　丙種上屋

　（1）一般使用　1平方メートルにつき1日

　（2）専用使用　1平方メートルにつき1月

区　　　　分

総トン数トンにつき係留時間24時間までごとに
4.30円

総トン数（総トン数1万トン以上は、1万トンとする。）1トンにつき

　　　　　係留時間24時間まで

（係留時間2時間以上のものに限る）

①一般使用　1平方メートルにつき1日　貨物搬入の日から15日まで

　　　　　　                                        貨物搬入の日から16日以降

②専用使用　1平方メートルにつき1月

　　　　　係留時間24時間を超える部分につき12時間までごとに

　（2）専用使用　1平方メートルにつき1月

②　乙種上屋

　（1）一般使用　1平方メートルにつき1日

専用使用　1隻につき1月

専用使用　1月

①　甲種上屋

　（1）一般使用　1平方メートルにつき1日



金　　　額

51円に水道料金

を加算した額

1,500円

2,000円

3,000円

5,800円

140円

310円

500円

金　　　額

7,070円

単　　　位 金額　（年額） 摘　　要

1平方メートル 120円

5トン以上の船舶

の係留に供する

ものに限る。

1平方メートル 140円

1平方メートル 640円

1平方メートル 90円

1平方メートル 4,250円 表示面積による

直径が0.2メートル未満

のもの

水道管、 直径が0.2メートル以上

下水道管、 0.4メートル未満のもの

ガス管 直径が0.4メートル以上

1.0メートル未満のもの

直径が1.0メートル以上

のもの

1平方メートル 5円

1平方メートル 8円

1平方メートル 200円

支柱及び支線は

それぞれ電柱と

みなす

1平方メートル 640円

1平方メートル 180円

鉄　　　　　塔

売　　　　　店

1平方メートル

軌　　　　　条

漁具を定置し、又は敷設する漁業施設

生　　け　　す

施　　　　設 区　　　　分

物揚場、船揚場、物置場、

作業場、船舶修理場

家屋及び

船舶又は木材の定係

緑　　　　　地　　

広　　告　　物

素地のまま使用する乾燥場

510円

駐　　車　　場

附　属　設　備

くん蒸設備

種　　　別

桟橋、橋りょう

船舶給水施設

130円

320円

■港湾占用料

1平方メートル 64円

係船くい　係船浮標 1本又は1基

120円

　　1立方メートルまでごとに

640円

養　　殖　　場

< テニスコート >

①　午前の部　　1面につき午前9時から正午まで

②　午後の部　　1面につき午後1時から午後5時まで

③　夜の部　　　 1面につき午後6から午後9時まで

1平方メートル 350円
その付属物の敷地

870円1　　　　　　本電　　　柱

単　　　　位

　1日

④　全　　日　　　1面につき午前9時から午後9時まで

①　車体の長さ5メートル未満のもの1台につき1日

②　車体の長さ5メートル以上9メートル未満のもの1台につき1日

③　車体の長さ9メートル以上のもの1台につき1日

2．附属設備使用料


